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議案第８７号 

 

 

さぬき市一般職の職員の給与に関する条例及びさぬき市会計年度 

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

 

さぬき市一般職の職員の給与に関する条例及びさぬき市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決

を求める。 

 

 

令和２年１１月２７日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 



 

5 

さぬき市一般職の職員の給与に関する条例及びさぬき市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

（さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例（平成１４年さぬき市条例第４

６号）の一部を次のように改正する。 

第２４条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００

分の１１０」を「１００分の１０５」に改め、同条第３項中「１００分の１３０」

を「１００分の１２５」に、「１００分の１１０」を「１００分の１０５」に改

める。 

第２条 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２４条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１

００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改め、同条第３項中「１００分

の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の１０５」を「１００分

の１０７．５」に改める。 

（さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年さ

ぬき市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２７条中「第２１条から第２３条まで及び次条に規定する」を削り、同条に

後段として次のように加える。 

この場合において、当該各号の規定により第１９条第１項から第３項までの

規定による計算をする場合の同条第４項の規定の適用については、同項中「第

４条から第６条まで及び第８条の規定」とあるのは、「第４条から第６条まで

の規定」とする。 

附則第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に改め

る。 

第４条 さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

附則第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規

定は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第８８号 

 

 

さぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

の一部改正について 

 

 

さぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を別紙

のとおり改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和２年１１月２７日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例 

 

第１条 さぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成

１４年さぬき市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改め

る。 

第２条 さぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を次のように改正する。 

  第８条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６５」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和

３年４月１日から施行する。 
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議案第８９号 

 

 

さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

 

 

さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を別紙のとおり改正すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和２年１１月２７日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例（平成１４年さぬき市条例第

４４号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改め

る。 

第２条 さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６５」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和

３年４月１日から施行する。 
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議案第９０号 

 

 

さぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

 

 

さぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を別紙のとおり改正

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号

の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和２年１１月２７日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 さぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成２２年さぬき

市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改め

る。 

第２条 さぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように

改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６５」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和

３年４月１日から施行する。 

 

 

  


